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引き続き議論が必要な課題について 

 

専門医の在り方に関する検討会 「中間まとめ」より、引き続き議論が必要な項目について抜粋。 

 

＜専門医の養成・認定・更新について ＞ 

○  領域別専門医に「基本診療能力」を維持させるためには、養成プログラムの中にそ

の領域の専門性に関する項目だけではなく、「基本診療能力」に関する内容も一定程

度盛り込むことについて。  

○  18の基本領域の専門医及び「総合医」「総合診療医」について、１人の医師が複数

の認定を受けることについて。 

○  既存の専門医と新たな仕組みの下で認定される専門医との関係（新たな専門医への

移行措置等）を、現実的かつ分かりやすい形で整理する方法について。 

○  多様な医師を養成するニーズに応えられるよう、専門医の養成プログラムの中に、

例えば、研究志向の医師を養成する内容を盛り込むなど、バリエーションを持たせる

ことについて。 

○  専門医の資格取得後も生涯にわたって標準的な医療を提供するという視点からの

資格の更新の在り方について。 

○  医の倫理や医療安全、地域医療、医療制度等についても問題意識を持つような医師

を養成する上で、例えば日本医師会生涯教育制度を活用することについて。 

 

＜専門医の認定機関について＞ 

○  第三者機関の設立にあたっては、組織の透明性と専門医の養成プロセスの標準化を

図り、説明責任を果たせるような体制とし、運営資金に公的な性格を持たせることに

ついて。 

○  第三者機関の運営と医師不足や地域偏在・診療科偏在の是正への効果について。 

 

＜サブスペシャルティ領域について＞ 

○  基本領域よりも専門性の高いサブスペシャルティ領域の在り方について。 
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＜専門医の養成数について＞ 

○  新たな専門医の仕組みにおいて、診療科や地域における医師の適正数を誘導する方

法を設けることについて。 

○  専門医の養成数の設定にあたり、国や都道府県内のバランスに配慮することについ

て。 

○  新たに専門医を目指す医師が、専門とする領域や養成プログラムを選ぶ方法（病院

（群）による募集・選考や医師からの応募の方法）について。 

 

＜医療提供体制における専門医＞ 

○  新たな専門医の仕組みにおいて、専門医の養成プログラムの地域への配置の在り方

など、地域医療が改善するような制度設計を行うことについて。 

○  新たな専門医の仕組みの設計において、地域医療支援の観点から、例えば、養成プ

ログラムの中に、へき地や医師不足地域における研修を取り入れるなど、地域偏在・

診療科偏在の是正の効果に視点を置くことについて。 

○  大学病院等の基幹病院が地域の協力病院と連携して専門医の養成プログラムを作

成し、その中で「地域医療の実践」も必須項目とすることで、総合的な診療能力が習

得できるとともに、地域医療の確保にもつながることについて。 

 

＜国の関与の在り方について＞ 

○  専門医を認定する新たな仕組みの構築にあたり、専門医の質の確保、地域偏在・診

療科偏在の是正、第三者機関の運営に対する国の支援を含め、国による関与の在り方

について。 

 

＜専門医の位置づけについて＞ 

○  新たな専門医の仕組みにおける医療制度上の位置づけについて。 

○  専門医に関する情報の開示の在り方について。 

○  プロフェッショナルオートノミーを基盤とした上で、新たな専門医の仕組みを、国

がバックアップしていく必要性について。 
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＜「総合医」「総合診療医」の在り方について＞ 

○  総合的な診療能力を有する医師の名称については、「総合医」、「総合診療医」、「一

般医」、「プライマリ・ケア医」、「家庭医」などの定義を明確にした上で、国民にとっ

て分かりやすい名称、例えば「総合医」に統一して整理することについて。 

○  総合的な診療能力を有する医師の定義に鑑み、その名称は「総合診療医」とし、地

域医療の大半を支えている現在の開業医師（かかりつけ医）の名称を「総合医」とす

ることについて。 

 

＜「総合医」「総合診療医」の養成について＞ 

○  患者を幅広い視点で総合的に診ることができる能力は、それ自体に重要な専門性が

あることを踏まえ、関連する学会で養成に必要なプログラムを一本化して養成してい

くことについて。  

○  「総合医」「総合診療医」の養成プログラムの充実について。 

○  「総合医」「総合診療医」を養成するためには、臨床研修に加えて一定の養成期間

が必要とする見方がある一方で、卒前教育と臨床研修等を充実させることにより「総

合医」「総合診療医」の養成は可能であるとする見方もあることについて。 

 

＜医師養成に関する他制度（卒前教育、国家試験、臨床研修）との関係について＞ 

○  新たな専門医の仕組みは、原則として２年間の臨床研修修了後に専門医の養成プロ

グラムが実施されることを前提として構築することについて。 

○  専門医の養成プログラムにおいて、各領域に求められる内容を踏まえて２年間の臨

床研修での経験をどのように加味すべきかについて。 

○  新たな専門医の仕組みが構築された際に、卒前教育や国家試験、臨床研修など卒前

から一貫した医師養成を行う観点から、検討すべき課題について。 

 

＜求められる専門医像について＞ 

○  「専門医」と「標榜医」、「認定医」との関係の整理について。 

 


